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居宅介護支援重要事項説明書 

＜２０２5 年６月 1 日現在＞ 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 湖 聖 会 

主たる事業所の所在地 静岡県富士宮市大鹿窪１４３番地１ 

代 表 者 名 理事長 湖 山 泰 成 

設 立 年 月 日 平成１０年１２月１５日 

電 話 番 号 ０５４４－６７－０６５５ 

F A X 番 号 ０５４４－６７－０６５６ 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.s-koseikai.jp/ 

 

２ 事業所（ご利用施設）の概要 

施 設 の 名 称 在宅介護支援センター百恵 

施 設 の 所 在 地 静岡県富士宮市大鹿窪１４３番地１ 

事 業 所 指 定 番 号 ２２７２２０００１１ 

管 理 者 の 氏 名 秋 田 谷 淳 

電 話 番 号 ０５４４－６７-０６７７ 

F A X 番 号 ０５４４－６７-０６５６ 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

要介護状態にある利用者の心身の状況、その置かれている環境に

応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力

に応じ、自律した日常生活を営むことができるよう、利用者の立

場にたって援助を行うものとします。 

運 営 の 方 針 

事業所は、利用者の意志および人格を尊重し、利用者の選択に基

づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者

から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサー

ビスを提供するものとします。関係市町村、地域包括支援センタ

ー、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域の保健医

療福祉サービス等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努

めます。 

  



 

 

４ 施設の概要 

＜構造など＞ 

敷 地 ８，８４２．２０㎡ 

建 物 
構 造 鉄骨造り・地上１階建て 

延べ床面積 ３，８９３．６８㎡（施設全体） 

＜主な設備＞ 

設備の種類 室数 備考 

事務室 １  

相談室 １  

 

５ 事業所の職員体制               

従業者の職種 員数 職務の内容 

管理者 名 施設の責任者としてその管理と統括を行う 

主任介護支援専門員 名  

介護保険サービスや他の保健・医療サービスを提供

する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する

助言・指導等を行う 

介護支援専門員 名  

利用者の居宅介護サービス計画を作成するととも

に、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、必要

時の介護保険施設への紹介等を行う 

事務員ほか  名  施設の労務管理・経理などを行う 

 

6 職員の勤務体制 

勤務形態 勤務時間 

日 勤    ８：３０～１７：３０ 

 

7 通常の事業実施地域および営業日・営業時間 

事業の実施地域 富士宮市 

営 業 日 月曜日から金曜日 ＊土日祝と 12/29～1/3 は休日 

営 業 時 間 

原則午前８時３０分から午後５時３０分（窓口対応時間） 

緊急時は上記時間に関係なく２４時間受け付けております。 

電話番号（０５４４－６７－０６７７） 

 

 

 

 



 

 

8 サービスの内容と費用 

ア サービスの内容 

（１）居宅サービス計画の作成 

家庭を訪問して、利用者の心身の状況・置かれている環境等を把握したうえ

で、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス

（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供され

るように配慮し、居宅サービス計画を作成する。 

 居宅サービス計画の作成の流れ 

１．管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 

２．居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における複数の指定居宅サー

ビス事業者等に関する、サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または利用者

の身元引受人等に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 

３．介護支援専門員は、利用者および利用者の身元引受人等の置かれた状況等を考慮し

て、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留

意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

４．介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、

利用料等について利用者および利用者の身元引受人等に対して説明し、利用者の同意を

得た上で決定するものとします。 

   

  （２）サービス事業者の選定 

     ①サービス事業者の選定にあたって、利用者は複数の指定居宅サービス事業者

等を紹介するよう求めることができます。 

     ②利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定

理由の説明を介護支援専門員に求めることができます。  

     ③福祉用具の提供については、貸与と販売のいずれかを利用者が選択できるこ

との説明と選択にあたっての必要な情報を提供します。また、医師や専門職の

意見、利用者の身体状況等を踏まえたうえで提案をします。 

（３）居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

 利用者及び利用者の身元引受人等、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的

に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。その際は、居宅サービス

計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者等と

の連絡調整を行います。また、利用者の意志を踏まえて、要介護認定の更新申

請等に必要な援助を行います。 

  （４）居宅サービス計画の変更 

 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービ

ス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、

居宅サービス計画を変更します。 

   



 

 

（５）介護保険施設への紹介 

 利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合ま

たは利用者が介護保険施設への入院、または入所を希望する場合には、介護保

険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

  （６）医療機関との連携 

①利用者が医療機関等に入院した場合、その入院先（医療機関）に担当介護支

援専門員の氏名・連絡先を伝えるように依頼します。 

     ②介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その

他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用

者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。 

     ③介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得

て主治の医師等の意見を求めます。また、この場合において、介護支援専門員

は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師

等に交付いたします。 

  （７）相談支援事業者との連携に関するもの 

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定

相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域におけ

る様々な取り組みを行う者等との連携に努めます。 

  （８）利用者の相談を受ける場所等 

     利用者自宅を原則とし、その他事業所内相談室で相談・面談を実施します。 

（９）課題分析の方法 

     居宅サービス計画書を作成するにあたり、利用者の状態等の課題分析（アセス

メント）に使用する課題分析票は「課題分析標準項目」を具備した、事業所独

自の様式を使用します。 

  （10）介護支援専門員の訪問頻度及びモニタリング記録結果 

     原則、自宅に月に１度訪問し、モニタリングを実施し記録します。 

  （11）前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下において「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６

月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数の

うちに同一の指定居宅サービス事業者によって提供されたものが占める割合に

ついて文書を交付して説明を行います。 

 

イ 費用 

   居宅介護支援に関するサービス料金について、事業者が法律の規定に基づいて介護

保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利用

者の自己負担はありません。但し、利用者の介護保険料滞納等により、事業者が介護

保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、次のサ

ービス利用料金の全額をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス



 

 

提供証明書を後日住民票所在地の行政機関窓口（介護保険担当課）に提示すると、差

額の払い戻しを受けることができます。 

 

＜料金表＞ 

 〇基本サービス費（１月につき） 

※事業所のある富士宮市は７級地であるため、１単位１０．２１円で計算します。 

 

 

 

 

 

□ 居宅介護支援費（Ⅰ） 
居宅介護支援費（Ⅱ）を算定していない事

業所 
要介護度 

単位      

（１月あたり） 
利用料 

居宅介護支援費（ⅰ） 
１人当たりの居宅介護支援専門員が担当す

る件数が４５未満又は４５以上である場合

において４5 未満の部分 

要介護１・2 １，０８６単位 １１，０８８円 

要介護 3・4・5 １，４１１単位 １４，４０６円 

居宅介護支援費（ⅱ） 
１人当たりの居宅介護支援専門員が担当す

る件数が４５以上である場合において４５

以上６０未満の部分 

要介護１・2 ５４４単位 ５，５５４円 

要介護３・4・5 ７０４単位 ７，１８７円 

居宅介護支援費（ⅲ） 
１人当たりの居宅介護支援専門員が担当す

る件数が４５以上である場合において６０

以上の部分 

要介護１・2 ３２６単位 ３，３２８円 

要介護３・4・5 ４２２単位 ４，３０８円 

□ 居宅介護支援費（Ⅱ） 
一定の情報通信機器の活用又は事務職員の

配置を行っている事業所 
要介護度 

単位      

（１月あたり） 
利用料 

居宅介護支援費費（ⅰ） 
１人当たりの居宅介護支援専門員が担当す

る件数が５０未満である場合又は５０以上

である場合において５０未満の部分 

要介護１・2 １，０８６単位 １１，０８８円 

要介護 3・4・5 １，４１１単位 １４，４０６円 

居宅介護支援費（ⅱ） 
１人当たりの居宅介護支援専門員が担当す

る件数が５０以上である場合において５０

以上６０件未満の部分 

要介護１・2 ５２７単位 ５，３８０円 

要介護３・4・5 ６８３単位 ６，９７３円 

居宅介護支援費（ⅲ） 
１人当たりの居宅介護支援専門員が担当す

る件数が５０以上である場合において６０

以上の部分 

要介護１・2 ３１６単位 ３，２２６円 

要介護３・4・5 ４１０単位 ４，１８６円 



 

 

 

〇加算（１月につき） 

種  類 単位 利用料 

□ 初回加算 
新規に居宅サービス計画書を策定した場合、または、要介護状態区分が２区

分以上変更となった場合 
３００単位／月 ３，０６３円 

□ 入院時情報連携加算（Ⅰ） 
介護支援専門員が病院または、診療所の職員に対して必要な情報を入院した

日のうちに行った場合 

２５０単位／月 ２，５５２円 

□ 入院時情報連携加算（Ⅱ） 
介護支援専門員が病院または、診療所の職員に対して必要な情報を入院した

日の翌日又は翌々日に行った場合 

２００単位／月 ２，０４２円 

□ 退院･退所加算 
医療機関や介護保険施設等

を退院・退所し、居宅サービ

ス等を利用する場合におい

て、医療機関等の職員と面談

を行い、利用者に関する必要

な情報を得た上で、ケアプラ

ンを作成し、居宅サービス等

の利用に関する調整を行っ

た場合 

 

（Ⅰ）イ 

病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保

険施設の職員から利用者に

係る必要な情報の提供をカ

ンファレンス以外の方法に

より１回受けている 

４５０単位 ４，５９４円 

（Ⅰ）ロ 

病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保

険施設の職員から利用者に

係る必要な情報の提供をカ

ンファレンスにより１回受

けている 

６００単位 ６，１２６円 

（Ⅱ）イ 

病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保

険施設の職員から利用者に

係る必要な情報の提供をカ

ンファレンス以外の方法に

より２回以上受けている 

６００単位 ６，１２６円 

（Ⅱ）ロ 

病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保

険施設の職員から利用者に

係る必要な情報の提供を２

回受けており、うち１回以上

はカンファレンスによるこ

と 

７５０単位 ７，６５７円 

（Ⅲ） 

病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保

険施設の職員から利用者に

係る必要な情報の提供を３

回以上受けており、うち１回

以上はカンファレンスによ

ること 

９００単位 ９，１８９円 

□ 通院時情報連携加算 
利用者が病院または診療所において医師又は歯科医師の診療を受けるとき

に介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活

環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当

該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録

した場合 

５０単位 

１月に１回まで 
５１０円 

□ 緊急時等居宅カンファレンス加算 
病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員と共に利用

者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等ま

たは地域密着型サービスの利用調整を行った場合。 

２００単位 

１月に２回まで 
２，０４２円 



 

 

□ ターミナルケアマネジメント加算 
在宅でお亡くなりになった利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関

する、利用者又はその家族の意向を把握したうえでその死亡日及び死亡日前

14 日以内に 2 日以上居宅を訪問し、主治医の助言を得て、利用者への支援

を実施。訪問により把握した情報を記録し、主治医等及び、ケアプランに位

置づけた居宅サービス事業者へ提供した場合。 

４００単位 ４，０８４円 

□ 特定事業所加算（Ⅰ） 
１．主任介護支援専門員を２名以上配置 

２．常勤専従の介護支援専門員を３名以上配置 

３．利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝

達等を目的とした会議を定期的に開催すること 

４．月の利用者の総数のうち、要介護３～要介護５の割合が４割以上 

５．２４時間の連絡体制と必要に応じての相談に対応する体制を確保 

６．介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施 

７．地域包括支援センターからの困難事例をうけ、居宅介護支援を提供して

いる 

８．家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、生活困窮者、

難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討

会、研修に参加している 

９．居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない 

１０．介護支援専門員一人当たりの平均件数が 45 名未満 

（居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は 50 名未満） 

１１．介護支援専門員実務研修における実習等に協力または協力体制を確保 

１２．他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会、研究会等

の実施 

13．必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォ

ーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作

成していること 

５１９単位 ５，２９８円 

□ 特定事業所加算（Ⅱ） 
特定事業所加算（Ⅰ）の 2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 満たすこと 

主任介護支援専門員等を配置 

４２１単位 ４，２９８円 

□ 特定事業所加算（Ⅲ） 
特定事業所加算（Ⅰ）の 3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 を満たすこと、主任

介護支援専門員等を配置している 常勤専従の介護支援専門員を２名以上

配置 

３２３単位 ３，２９7 円 

□ 特定事業所加算（A） 
①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を 1 名以上配置 

②常勤かつ専従の介護支援専門員を 1 名以上、非常勤の介護支援専門員を 

1 名以上配置 

③利用者に関する情報やサービスの提供にあたって、留意事項などの伝達を 

目的とした会議を定期的に開催（週 1 回以上） 

④24 時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応で 

きること（他事業所との連携可） 

⑤介護支援専門員に対し計画的に研修を実施（他事業所との連携可） 

⑥地域包括支援センターと連携し、支援が困難な事例にも居宅介護支援を提 

供できること 

⑦家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、生活困窮者、難

病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討

会、研修に参加している 

⑧居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない 

⑨介護支援専門員 1 人（常勤換算）の利用者数が 45 名未満 

（居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は 50 名未満） 

⑩介護支援専門員実務研修における実習等に協力または協力体制を確保（他 

事業所との連携可） 

⑪他法人と共同で事例検討会、研究会等を実施（他事業所との連携可） 

⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォー 

マルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成 

していること 

１１４単位 １，１６３円 



 

 

□ 特定事業所医療介護連携加算 
①特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを算定していること 

②退院・退所加算を算定し、その医療機関等連携回数が 35 回以上（年間 

)であること 

③ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が 5 回以上（年間）であ 

ること 

１２５単位 １，２７６円 

□ 特別地域加算 

厚生労働大臣が定める地域に所在する居宅介護支援事業所の場合 
合計単位数の１５％ 

   

○その他の費用 

種類 内容 利用料 

通常の事業の実施地

域以外の交通費 

通常の事業の実施地域以外でサービスを

提供する場合 

通常の事業実施地域を 

超えて１ｋｍあたり 

１０円 

   通常の事業実施地域（富士宮市内）にお住まいの方は無料です。 

 

９ サービス内容に関する苦情などの相談窓口 

 当事業所は、利用者などからの相談・苦情などに対する窓口を設置し、自らが提供した

サービスに関する要望・苦情などに対し、迅速に対応します。また、保険者からの質問・

照会などに応じ、指導・助言を受けた場合には必要な改善を行います。なお、苦情の内容

などに際してとった措置は記録するとともに、その原因を解明し、再発防止の対策を講じ

ます。 

＜当事業所窓口＞ 

 当事業所における苦情やご相談は次の窓口で受け付けます 

当事業所の 

お客様相談窓口 

受付担当者 渡 邉 奈 津 希 

解決責任者 秋 田 谷 淳 

ご利用時間 ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法 電 話（０５４４-６７-０６７７） 

      面 接（当事業所相談室） 

 

＜当事業所窓口以外の苦情受付機関＞ 

受付機関 連絡先 

当事業所より委嘱した 

外部の苦情受付窓口 
第三者委員 

村 野 雅 彦       

０５４４－６５－００６７ 

山 本  隆 

０５４４－６６－０６４８ 

行 政 機 関 な ど 

受 付 機 関 

富士宮市役所 

高齢介護支援課 

富士宮市弓沢町１５０番地 

０５４４－２２－１１４１ 



 

 

静岡県国民健康保険 

団体連合会 

静岡市葵区春日２－４－３４ 

０５４－２５３－５５９０ 

 

 

1 0 緊急時の対応 

 自宅訪問中に利用者の容態に変化があった場合は、速やかに主治医または、医療機関お

よび身元引受人等に連絡します。 

 

1 1 秘密保持の対応 

 正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者および利用者の身元引受人等の秘密

を漏らしません。 

 サービス担当者会議などにおいて、利用者および利用者の身元引受人等に関する個人情

報を用いる場合、利用者および利用者の身元引受人等に使用目的などを説明し同意を得な

ければ、使用することはありません。 

 サービスの質の向上のため、学会・研究会などで事例研究発表などをする場合、利用者

を特定できないように仮名などを使用することを厳守します。 

 本条に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。 

 なお、当事業所の職員・委託業者・ボランティア・実習生などの関係者には、事前に個

人情報の重要性を周知し、誓約書を取り交わしております。その他、個人情報に関しての

問い合わせについては、次の窓口にて対応させていただきます。 

＜当事業所窓口＞ 

 当事業所における個人情報に関するご相談は次の窓口で受け付けます 

当事業所の 

個人情報保護窓口 

在宅介護支援センター

百恵 

0544-67-0677 

個人情報の開示・訂正・更新・

利用停止・削除などの申し出が

ある場合は、ご連絡ください 

 

1 2 事故発生時の対応および賠償責任 

 サービスの提供にあたって、事故が発生した場合、速やかに利用者の身元引受人等およ

び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況および事故に

際してとった措置について記録するとともに、その原因を解明し再発防止の対策を講じま

す。 

 事故により利用者に損害が発生した場合、速やかにその損害を賠償します。ただし、当

事業所に故意または過失がない場合はこの限りではありません。 

 当該事故発生につき利用者に過失がある場合、損害の賠償をしない、または損害賠償の

額を減額することができます。 

 

 



 

 

1 3 衛生管理等 

 当事業所において感染症が発生し、または蔓延しないよう必要な措置を講じます。 

 

 ＜対応＞ 

  ①事業所における感染症の予防および蔓延の防止のための対策を検討する委員会を概

ね３月に１回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図る 

  ②事業所における感染症の予防および蔓延防止のための指針を整備する 

  ③事業所において、従業者に対し感染症の予防および蔓延防止のための研修および訓

練を定期的に実施する 

 

1 4 虐待防止に関する事項 

 利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため必要な措置を講じます。

事業所従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受け

たと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。 

 

 ＜対応＞ 

  ①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を

従業者に周知徹底を図る 

  ②虐待防止のための指針の整備 

  ③虐待を防止するための定期的な研修の実施 

  ④担当者の設置 

 

1 5 業務継続計画に対しての取り組み 

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業所サービスの提供を継続的に 

実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定

し、計画に従い必要な措置を講じます。 

 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期

的に実施します。 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

1 6 ご利用の際にご留意いただく事項 

  （１）サービス提供する担当の介護支援専門員を決定します 

  （２）都合により介護支援専門員を交替することがあります。介護支援専門員を交替

する場合には、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分

に配慮するものとします 

  （３）選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が

業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事

業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用

者から特定の介護支援専門員の指名はできません。 

 （４）従業者または他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動は行わないでください 



 

 

  （５）故意または過失により事業所または従業者もしくは他の利用者などの生命・心

身・財物・信用などを傷つけ、または著しい不信行為は行わないでください 

 

 

 

 

1 7 その他 

 ＜身体拘束に対しての取り組みについて＞ 

   利用者または他の利用者などの生命または身体を保護するための緊急やむを得ない

場合を除き、隔離・身体的拘束・薬剤投与・その他の方法により利用者の行動を制限

する行為は一切行いません。緊急やむを得ない状態が生じた場合には、マニュアルに

沿って介護保険法にて定められた手順に従い対応します。また同時に、その解除を早

期にできるように努力いたします。利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、委

員会の設置、指針の整備、研修の実施等必要な措置を講じます。 

 

 ＜感染症予防対策について＞ 

   感染症予防及びまん延防止のため、感染症予防委員会を設置し、日常的な健康管理

や手指消毒等の基本的な感染症対策の見直しや、関係者に新型コロナウイルス感染者

や濃厚接触者が出たことを想定した教育訓練を実施します。感染症拡大防止のため、

感染症マニュアルに沿って直接の訪問を一時的に見合わせて頂く事がございます。 

 

＜事業所内のハラスメントに対しての取り組み＞ 

   事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築

けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。ハラスメント事案が発生した場

合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しな

い為の再発防止策を検討します。職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方

について研修などを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  年  月  日 

 

（利用者） 

 私は、以上の重要事項について説明を受け、その内容を理解し同意しました。 

 

住 所                   

 

氏 名                   

 

（署名代行者） 

 私は、利用者本人が筆記困難のため「（利用者）」の署名を代行しました。 

 

住 所                   

 

氏 名                   

 

 

（事業者） 

当施設は、サービスの提供開始にあたり、以上の重要事項について説明し、重要事項

説明書を交付しました。 

 

 住 所 静 岡 県 富 士 宮 市 大 鹿 窪 1 4 3 番 地 １    

 事 業 者 社 会 福 祉 法 人  湖  聖 会    

代 表 者 名 理 事 長  湖  山  泰  成    

                事 業 所 名 在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 百 恵    

（ 事 業 所 番 号 ） （ ２ ２ ７ ２ ２ ０ ０ ０ １ １ ）    

  

 説明者 氏 名                  

 



 

 

 


